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内部統制システム整備基本方針の一部改

 
 当社は、平成 18 年５月 12 日開催の取締役会において「内部統制シ

たしましたが、この度、平成 19 年８月 28 日開催の取締役会において、

部統制システム構築の基本方針」を決議いたしましたので、お知らせし

 改定後の「内部統制システム構築の基本方針」は下記の通りでありま

 

 

 

記 

 
1．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

（会社法第 362 条第 4項第 6号及び会社法施行規則第 100 条第 1項第

（1） 当社は、企業活動を行う上での基本的倫理観や役職員の行

ス・ポリシーを制定し、代表取締役社長が、繰り返しその

り、役職員全員が、企業人としてまた社会の構成員として

常に意識するように求める。 

（2） 取締役会においては、社外取締役を一定数以上、継続的に

職務執行の監督機能の維持・向上に努める。 

（3） 監査役は、独立した立場から取締役の職務執行を監査する

（4） 法令遵守及び社会倫理の遵守のため、コンプライアンス管

役割、権限等のコンプライアンス管理体制及びその行動指

（5） 内部監査部門は、各業務プロセスを監査し、不正の発見・防

（6） 役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、す

報告を行うか、コンプライアンス管理規程に基づき定める

とする。 

 

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（会社法施行規則第 100 条第 1項第 1号） 

（1） 当社は、適正かつ効率的な事業運営に資するため、取締役

その他関連資料及び電磁的媒体に記録されたものを含む）

文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確

（2） 情報の管理については、情報セキュリティポリシーに基づ

各種規程等により実施するものとする。 
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3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（会社法施行規則第 100 条第 1項第 2号） 

（1） 当社は、リスク管理全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とするリスク管

理委員会を設け、事業上のリスクに関し適切な管理を行う。 

（2） リスク管理委員会の下部組織には、情報リスクを専管する情報セキュリティ部会とビジネ

スリスクを専管するビジネスリスク部会を設置する。 

（3） 情報セキュリティ部会は情報セキュリティの観点からリスクアセスメントを行い

ISO27001 に対応し、ビジネスリスク部会は事業リスクの観点からのリスクアセスメント

を行い内部統制の構築・運用に資するものとする。 

（4） 代表取締役社長は、想定されるリスクに応じた有事の際の、迅速かつ適切な情報伝達と緊

急体制を整備する。 

 

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（会社法施行規則第 100 条第 1項第 3号） 

（1） 当社は、定例の取締役会を毎月 1回開催し、法令及び定款に定める事項のほか、経営全般

の事項について審議・決定し、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。 

（2） 取締役会長、取締役社長、常勤取締役、常勤監査役及びその他議長が必要と認めた者を構

成員とする経営会議を毎週 1回開催し、取締役会付議事項に関する予備的検討その他、取

締役会にて決定された経営方針に基づく業務執行の詳細について審議・決定し、効率化を

図る。 

（3） 役職員が共有する全社的経営目標を定め、この目標達成のため中長期経営計画を策定する。

取締役は、中長期経営計画を具体化するため、年度業務計画及び予算を策定する。中長期

経営計画、年度業務計画及び予算については必要に応じて適時、適切に見直しを行うもの

とする。 

（4） 取締役会の決定事項に基づく取締役の職務の執行については、組織規程及び職務権限規程

において、その責任者、執行範囲を定めるものとする。 

 

5．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

（会社法施行規則第 100 条第 1項第 5号） 

（1） 当社取締役及び子会社、関連会社の代表取締役は、グループ各社におけるコンプライアン

ス及びリスク管理について権限と責任を有するものとし、コンプライアンス及びリスクの

管理状況について、適時、当社の取締役会、監査役会に報告するものとする。 

（2） 当社は、関係会社管理規程を定めて、グループ会社の経営を指導・監督し、またグループ

各社の業務の適正を確保するため、グループ各社の内部統制システム構築に努め、必要な

指導・支援を実施する。 

（3） グループ各社の経営責任者は、適時、当社の経営会議に出席し、事業の状況について報告

し、重要な案件については事前協議を行うものとする。 

（4） 内部監査部門は、グループ各社に対する内部監査を実施する。 

 

6．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並

びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

（会社法施行規則第 100 条第 3項第 1号及び 2号） 

（1） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役の職務を補助す

る使用人を選任する。 

（2） 前号の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決

定には監査役の事前の同意を得る。 



7．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

（会社法施行規則第 100 条第 3項第 3号） 

（1） 取締役は、取締役会、経営会議等において随時、その担当する業務の執行状況について報

告を行う。 

（2） 取締役は、監査役に対して、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コン

プライアンス、リスク管理に関する事項等について速やかに報告する。 

（3） 監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議に出席するほか、業務執行に係る文書を閲

覧し、取締役または使用人に説明を求めることができる。 

 

8．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（会社法施行規則第 100 条第 3項第 4号） 

（1） 監査役の過半数は独立社外監査役とし、対外的透明性を担保する。 

（2） 監査役は、経営管理部門、内部監査部門、会計監査人（監査法人）、グループ各社の監査

役と相互に連携し、監査の実効性確保を図るものとする。 

（3） 監査役は、独自に意見形成するため、また監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護

士、公認会計士その他の専門家を活用する。 

 

平成 18 年 5月 12 日取締役会決議 

平成 19 年 8月 28 日取締役会改定決議 

 

以  上 

 
＜資料＞リスク管理体制図 

取締役会 監査役会 

リスク管理委員会 内部監査部門 

リスク管理委員会事務局 委員長：代表取締役社長 

情報セキュリティ部会 ビジネスリスク部会 

コンプライアンス・セクション

 


